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専門家の社会保険労務士が対応! !

中小企業・

小規模事業
者

の皆さま

働き方改革を進めるにあたり、無料で専門家の社会保険労務士が企業 
訪問による相談、事業場内研修等のセミナー講師の派遣に応じています。

●センターへの来所・電話・メールは随時受付
●オンライン　専門家の企業訪問は裏面申込書
　にて FAX受付

中小企業も義務化
時間外月60時間超の割増率 50％

時間外労働上限規制猶予措置廃止
建設業　災害復旧・復興を除き原則適用へ
自動車運転 上限 年960時間へ

相 談 方 法

人手不足
を

解消したい
賃金を
引上げたい

パワハラ防止の体制を整備したい

育児休業、

産後パパ育
休

の体制を
整備したい

福島働き方改革推進支援センター
（福島県社会保険労務士会）

〒960-8252 福島市御山字三本松19-3　［月～金 ９：00am～５：00pm 祝日を除く］
TEL 0120-541-516　FAX 024-533-2380

e-mail　fsr-hatarakikata@lily.ocn.ne.jp
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/fukushima.html

残業を
削減したい

令和５年（2023）

令和６年（2024）

その他

無料
働き方改革は

進んでいますか？

同一労働・同一賃金
について知りたい

◦中小企業対象の助成金について知りたい。
◦定年を延長したい。
◦その他労働関係の悩み・疑問について相談したい。



� 令和　　年　　月　　日
福島働き方改革推進支援センター行き
（福島県社会保険労務士会）
FAX�024-533-2380

相　談　等　申　込　書

相談方法 □　来所　　　□　オンライン　　　□　専門家の企業訪問

貴 社 名 代表者名

所属部署
役　　職
担当者名

住　　所
〒

電　　話
e-mail

希望日時
月　　　日　（　　　）

　　　　　：　　　　　〜

相談したい内容（いくつでも□できます）
　□働き方改革の内容を知りたい� □時間外労働を削減したい
　□パート・有期雇用者の待遇改善を図りたい� □就業規則を作成したい
　□賃金・評価制度を見直したい� □就業規則を見直したい
　□労働条件を見直したい� □変形労働時間制を検討したい
　□うつ病の社員の対応について相談したい� □療養と仕事を両立させたい
　□子育て・介護と仕事を両立させたい� □ハラスメント防止を図りたい
　□70歳までの就業機会を検討したい� □安全衛生管理体制を強化したい
　□人手不足を解消したい� □助成金をもっと活用したい
　□その他労務管理
　□事業所内研修を開催したい
　　下欄に希望日時、テーマを記入してください

［具体的な相談内容］

関与している社会保険労務士が　（　いる　・　いない　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 関与社会保険労務士にご相談ください。
＊厚生労働省の委託事業ですから安心です。

申し込み頂いた会社、個人情報は相談支援事業に関すること以外には使用致しません。
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中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（2023年３月31日まで）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は 50％（2010年４月から適用）
中小企業は 25％

（2023年４月１日から）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

➢2023年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 300人以下

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。



深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

月60時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）の時間帯に行わせる
場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ

り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この
場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
①時間外労働６０時間以下・・・・２５％
②時間外労働６０時間超・・・・・５０％
（以下、略）

（就業規則の記載例）

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を
付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ
ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更



具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月60時間を超える時間外労働

➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

割増賃金率

♦時間外労働（6 0時間以下）
♦時間外労働（6 0時間超）
♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝2 5％
カレンダー緑色部分 ＝5 0％
カレンダー赤色部分 ＝35％

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

7 8 9 10 11 12 13
５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間
14 15 16 17 18 19 20

３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間
21 22 23 24 25 26 27

３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間
28 29 30 31
３時間 １時間 １時間 ２時間

➢時間外労働の割増賃金率
60時間以下･･･25％
60時間超･････50％

●勤怠管理システムを導入
各自の労働時間を 把握し、
業務を平準化

●就業規則に月60時間超の
割増賃金率の規定を改正

労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月60時間
を超える労働者が複数名存在した

勤怠管理システム導入費用
と就業規則の改正費用に、
働き方改革推進支援助成金
を活用
助成率 75％
一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円
事業場内賃金の引き上げ等の
一定の要件を満たした場合
最大490万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点
から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業
主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。



助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や
労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して
います。
また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係
：雇用環境・均等部(室)
・派遣労働者関係：需給調整事業部(課･室)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働
者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、
社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター 医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい
て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク 求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な
どを実施しています。

医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応
じて、総合的なサポートをします。
▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

働き方改革推進支援助成金 生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に
対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定
以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を
助成

（2022.4）







一年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所
在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和５年２月
27日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、
本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に
届け出ることが可能となりました。

本 社 一 括 届 出
ができるようになりました！

本社一括届出が可能な要件

●電子申請による届出であること

●以下の項目の記載内容が同一であること

●事業場ごとに記載内容が異なる以下の項目については、厚生労働省
HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一
覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

令和５年２月２７日から、

▪事業の種類 ▪事業の名称
▪事業の所在地 ▪常時使用する労働者数
▪所轄労働基準監督署 ▪該当労働者数（満18歳未満の者）
▪管轄労働局 ▪協定当事者・協定成立年月日

▪対象期間及び特定期間（起算日）
▪対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日（※）
▪対象期間中の１週間の平均労働時間数
▪協定の有効期間
▪労働時間が最も長い日の労働時間数（満18歳未満の者）
▪労働時間が最も長い週の労働時間数（満18歳未満の者）
▪対象期間中の総労働日数
▪労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
▪対象期間中の最も長い連続労働日数
▪対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
▪特定期間中の最も長い連続労働日数
▪使用者の職名及び氏名
▪旧協定の内容

（※）「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」
については、裏面に詳細が書かれているので、御確認ください。



お問い合わせ先

● e-Govのアカウント取得や操作方法などに関するお問い合わせ先

▪まずは、e-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。

▪その上でのご不明点については、以下のe-Gov利用者サポートデスクにご連絡ください。

電話番号：050-3786-2225 (通話料金はご利用の回線により異なります。)

受付時間 ４・６・７月 平日 午前９時から午後７時まで
土日祝日 午前９時から午後５時まで

５・８～３月 平日 午前９時から午後５時まで
土日祝日・年末年始 休止

Webお問合せ：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact

●届出の記載内容などに関するお問い合わせ先

▪労働基準法に基づく届出などについてご不明な点があれば、
お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

本社一括届出の方法について

▪電子政府ポータルサイトe-Gov上の電子申請のページから、
「一年単位の変形労働時間制に関する協定届（本社一括）」を選択し、
記載事項を記入して申請を行ってください。⇒ https://shinsei.e-gov.go.jp/

▪具体的な届出の手順については、以下URLに電子申請の手順を
示したパンフレットが掲載されているので、そちらをご参照ください。
＜労基法関係手続の電子申請の操作手順についてはこちら＞

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf
＜一年変形の本社一括届出における留意点はこちら＞

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001057015.pdf

●届出に添付するカレンダーは、本社と支社のカレンダーが同一の内容である場合のみ、
本社一括届出の要件を満たすことになります。

●本社のカレンダーが複数種類ある場合は、

・本社におけるカレンダーの種類数
・支店（支社）のカレンダーが本社のカレンダー
のいずれの種類に対応しているか

が分かるように、右のような一覧表でファイル
として添付して申請してください。

「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」について

A B C

本社

支社 A
本社のカレンダー全てを使用していな
い場合でも、本社と同一のカレンダー
のみを利用していれば可。

本社で３パ
ターンのカレ
ンダーを使用

A C

A CB D

支社 B
本社のカレンダー全てを
使用していても、本社で
使用していないカレン
ダーがある場合は不可。×

（2023.2）

カレンダーA カレンダーB カレンダーC

A支店 ○ ○

B支店 ○

C工場 ○ ○ ○

本社のカレンダーの種類



～最近の変更点～
○令和３年４月１日から、電子署名・電子証明書が不要になっています。
○令和５年２月27日から、一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社

一括届出が開始されました。
○令和５年２月27日から、受付印が付いた控えをダウンロードできる手続が27の

届出・申請等に拡充されました。
○令和５年２月27日から36協定届のエラーチェック機能が拡充されました。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 １

労基法等 電子 検索

【労働基準法等の規定に基づく届出等の
電子申請について】

「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」
> 「雇用・労働」 > 「労働基準」 > 「事業主の方へ」
> 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請
について」

「e-Gov電子申請」でスマートに届け出ましょう

厚生労働省のホームページにe-Gov電子申請へのリンクなどを掲載しています。
ぜひ、ご利用ください。

「36協定届」や「就業規則（変更）届」など

労働基準法などの電子申請が

さらに便利になりました！



＜手続の概要＞ 事前準備から提出完了までの流れについて

２

e-Govの申請画面に沿って、
P３から「電子申請を行うための準備」、
P７から「36協定届（各事業場単位・特別条項付き）
の手続方法」をご紹介します。

手続の
流れなど

手続の検索 Ｐ６

事前準備（パソコンの設定など） Ｐ３～４

申請案件の手続終了の確認※1 Ｐ10

申請書入力 ３.添付書類の添付 Ｐ８

申請書入力 ４.提出先選択 Ｐ８

申請書入力 ５.申請内容の確認 Ｐ９

申請書入力 ２.申請様式記入 Ｐ８

申請書入力 １.基本情報入力 Ｐ７～８

e-Govアプリ起動・マイページへのログイン Ｐ５

＜本社一括届＞ 複数事業場の分を本社で一括届出する方法について

本社一括届出手続※2 Ｐ11～16

＜お問い合わせ先など＞操作方法や届出記載内容について

お問い合わせ先など Ｐ17

１

３

４

５

６

７

８

９

２

提 出 完 了 ︕ ︕

※1 令和５年２月27日から、主要な手続については、受付印が付
いた控えがダウンロードできるようになっています。

※2 令和５年２月27日から一年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届出が開始されました。



事前準備の流れ

電子申請を始めるのに必要な準備は３つだけ︕

e-Gov電子申請のホームぺージ

「e-Gov電子申請」のホームページには、電子申請についての利用案内が掲載されています。
まずは、e-Gov電子申請のウェブサイトへアクセス ⇒ https://shinsei.e-gov.go.jp/

３

アカウントの準備1

初めての方は「初めての方はこちら」をクリック
画面上の案内に沿って、利用準備を行ってください。

初めての方は「初めての方はこちら」をクリック
画面上の案内に沿って、利用準備を行ってください。

アプリのインストール、アカウントの作成
がお済みの方は「ログイン」をクリック
アプリのインストール、アカウントの作成
がお済みの方は「ログイン」をクリック

事前準備（パソコンの設定など）１

e-Govアカウントを登録する場合は、
「e-Govアカウントを登録」をクリック
e-Govアカウントを登録する場合は、
「e-Govアカウントを登録」をクリック

https://shinsei.e-gov.go.jp/


４

ブラウザの設定２

アプリケーションのインストール３

これまで、労働基準法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく届出など
の電子申請については電子署名・電子証明書の添付が必須でしたが、令和３年４月１日か
ら電子署名・電子証明書の添付は不要になっています。

電子署名・電子証明書の取扱いについて

令和３年４月１日から社会保険労務士・社会保険労務士法人が労働基準法、最低賃
金法、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく届出などの電子申請について提出代行を
行う場合は、
○提出代行に関する証明書（社会保険労務士証票のコピーを貼付したもの）
をPDF形式などで添付する必要があります。

※ 社会保険労務士証票の写しを添付していただくことにより、社会保険労務士などの電子署名・電子証
明書を添付することなく、電子申請による提出代行ができるようになります。

※  提出代行に関する証明書の見本は、厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
の「社会保険労務士の皆様へ」の欄に掲載しています。
上記のホームページは「労基法等 電子」で検索できます。 労基法等 電子 検索

社会保険労務士などが提出代行を行うときに必要な添付資料について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html


e-Govアプリ起動・マイページへのログイン

５

「手続検索」をクリック「手続検索」をクリック

「e-Gov電子申請アプリケーションを
起動」をクリックしてアプリを起動

「e-Gov電子申請アプリケーションを
起動」をクリックしてアプリを起動

２

※インストールしたアプリから
でも直接起動できます。

※インストールしたアプリから
でも直接起動できます。

e-Govアカウントでログイン
※e-Govアカウントの登録についてはP３をご参照ください。
e-Govアカウントでログイン
※e-Govアカウントの登録についてはP３をご参照ください。

GビズIDやMicrosoftアカウントでもログインできます。GビズIDやMicrosoftアカウントでもログインできます。



手続の検索

６

※「時間外労働」と入力して検索した例 手続名をクリックする
と、手続の概要が記
載されたページに移
ります。

「申請書入力へ」
をクリックすると、
申請書作成ペー
ジに移ります。

３

キーワードを入力して「検索」をクリックキーワードを入力して「検索」をクリック

これで準備完了です。
次のページから、電子申請の手続例をご紹介します。



申請書入力 １.基本情報入力

36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

７

４

申請者が法人の場合は
法人番号の入力が必須で
す。法人番号を入力し、「法
人情報自動入力」をクリック
すると、名称等が自動入力
されます。

申請者が法人の場合は
法人番号の入力が必須で
す。法人番号を入力し、「法
人情報自動入力」をクリック
すると、名称等が自動入力
されます。

郵便番号を入力し、「住所
自動入力」をクリックすると、
該当する住所が自動で入力
されます。

郵便番号を入力し、「住所
自動入力」をクリックすると、
該当する住所が自動で入力
されます。

法人番号

法人・団体の名称

法人・団体の名称のフリガナ

代表者氏名

代表者氏名のフリガナ

役職名

部門名称

部門名称のフリガナ

郵便番号

都道府県名

都道府県名のフリガナ

住所１（市区町村、行政区及び町名番地）

住所１フリガナ

住所２（ビル名、建物名、マンション名等）

住所２フリガナ

電話番号

FAX番号

電子メールアドレス

申請者情報 連絡先情報

「申請者情報を設定」をクリックし、
申請者（申請・届出等を行う法人
名など）の情報を入力

「申請者情報を設定」をクリックし、
申請者（申請・届出等を行う法人
名など）の情報を入力

「連絡先情報を設定」をクリックし、
申請・届出等に関して労働基準
監督署から問い合わせなどを行う
際のご連絡先等の情報を入力

「連絡先情報を設定」をクリックし、
申請・届出等に関して労働基準
監督署から問い合わせなどを行う
際のご連絡先等の情報を入力

法人番号

法人・団体の名称

法人・団体の名称のフリガナ

代表者氏名

代表者氏名のフリガナ

役職名

部門名称

部門名称のフリガナ

郵便番号

都道府県名

都道府県名のフリガナ

電話番号

FAX番号

電子メールアドレス記入した情報を次回も使う
場合はチェックが入っている
ことを確認してください。

記入した情報を次回も使う
場合はチェックが入っている
ことを確認してください。

住所１（市区町村、行政区及び町名番地）

住所１フリガナ

住所２（ビル名、建物名、マンション名等）

住所２フリガナ



36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

８

申請書に必要事項を記入申請書に必要事項を記入

労使協定書などを任意に添付する
場合は「書類を添付」をクリック
労使協定書などを任意に添付する
場合は「書類を添付」をクリック

続紙や特別条項用の様式を追加
するには「様式追加」をクリック
続紙や特別条項用の様式を追加
するには「様式追加」をクリック

申請書入力 ２.申請様式記入５

申請書入力 ３.添付書類の添付６

申請書入力 ４.提出先選択７
「届出先を選択」をクリック
して、提出先の労働基準監
督署を選択します。

「届出先を選択」をクリック
して、提出先の労働基準監
督署を選択します。

４～７の入力が終わったら、
「内容を確認」をクリック
４～７の入力が終わったら、
「内容を確認」をクリック

︕エラーメッセージが表示された場合は、
入力漏れなどがないか確認し、修正してください。



申請書入力 ５.申請内容の確認

36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

９

※ 令和３年４月１日から電子署名・電子証明書が不要と
なっているので、電子署名・電子証明書の添付画面は表示
されません。

※ 令和３年４月１日から電子署名・電子証明書が不要と
なっているので、電子署名・電子証明書の添付画面は表示
されません。

８

・ 「提出」ボタンをクリックした後は、ご自身の画面だけでは取下げや添付書類
の差替えなどができませんので、 申請内容をよくご確認の上、「提出」ボタンを
クリックしてください。

・ 「提出」後に取下げ等を行う必要が生じた場合は、到達番号（次ページ参照）
をご確認の上、提出先の労働基準監督署にご連絡ください。
（提出先の労働基準監督署の承諾操作などが必要になります。）

︕

確認ができたら「提出」をクリック確認ができたら「提出」をクリック



36協定届（各事業場単位・特別条項付き）手続例

・ 「申請案件一覧」から、提出後の処理状況の確認や、電子公文書のダウン
ロードができます。

・ 「申請案件一覧」はスマートフォンからでも確認できます（電子公文書の
ダウンロードはできません）。

・ e-Gov上の「利用者設定変更」で「案件ステータス」を受信する設定にする
と、進捗状況がメール通知されるようになります。

10

※ 主な手続（令和５年２月27日から３種類
→27種類の届出・申請等に拡充）においては、
受付印のイメージが付いた控えをダウンロードで
きます。

※イメージ

以上で手続は完了です。

申請案件の手続終了の確認９

到達番号をクリック到達番号をクリック

ここをクリックして「利用者
設定」を選択すると、メール
通知の受信設定ができます。

ここをクリックして「利用者
設定」を選択すると、メール
通知の受信設定ができます。

「公文書をダウンロード」を
クリックすると、電子公文書
をダウンロードできます。

「公文書をダウンロード」を
クリックすると、電子公文書
をダウンロードできます。



11

本社一括届出手続

一年単位の変形労働時間制に関する協定届の例

36協定届（特別条項付き）の例

Ｐ15

電子申請における本社一括届出の注意事項 Ｐ12

Ｐ13

e-Gov電子申請の申請画面に沿ってP13から、本社一括届出」の手続方
法をご紹介します。

36協定届や就業規則（変更）届については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄
する労働基準監督署（以下「所轄署」）に届け出る必要がありますが、以下の条件に該
当する場合には、本社において各事業場の届出を一括して本社の所轄署に届け出るこ
とができます。

○本社一括届出とは

ツール※の利用に当たり、トラブルがあった場合 Ｐ16
※一括届出事業場一覧作成ツール。次ページ参照。

就業規則（変更）届の例 Ｐ14

36協定届 就業規則届 一年単位の変形労働時間
制に関する協定届

・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地（電話番号）
・労働者数（満18歳以上の
者）
・協定成立年月日
・（労働者側）協定当事者 ※

以外の協定内容が同一であ
ること

※電子申請の場合に限り、

協定の労働者代表が事業場
ごとに異なっていても本社一
括届出を可能としています

①本社で作成された就業規
則と各事業場の就業規則の
内容が同一であること

②各事業場分の労働者代
表の意見書が添付されてい
ること

のいずれも満たしていること

▪事業の種類
▪事業の名称
▪事業の所在地（電話番号）
▪常時使用する労働者数
▪該当労働者数（満18歳未満
の者）
▪協定成立年月日
▪（労働者側）協定当事者

以外の協定内容が同一で
あること

一年単位の変形労働時間
制に関する協定届出は、電
子申請の場合のみ可能とし
ています



○同時申請可能な件数

☆36協定届 … 最大 30,000 事業場
☆就業規則（変更）届 … 最大 2,500 事業場

○添付ファイルの上限

・ファイル数の上限 … 99個
・１ファイルの容量の上限 … 50MB
・総容量 … 99MB

○事業場一覧の作成・添付

一括届出事業場一覧作成ツールを使って、一括で申請する各事業場の名称や所
在地のリスト（CSV形式）を作成し、添付する必要があります。

CSV

CSVファイルで一覧を作成

12

電子申請における本社一括届出の注意事項

一括届出事業場一覧作成ツールの詳細な利用方法については
厚生労働省のホームページの下記URLからご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000734127.pdf

※イメージ

ファイル数が99個を超える場合、
複数枚の意見書を１ファイルの
PDFにまとめるなどの方法で添
付してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000734127.pdf


13

36協定届（本社一括届出）（特別条項付き）手続例

手続概要本社一括で検索
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます

基本情報の入力など、基本的な流れ
はP７～10と同じです。
基本情報の入力など、基本的な流れ
はP７～10と同じです。

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した事業場一覧
（CSV形式）を必ず添付してください。
一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した事業場一覧
（CSV形式）を必ず添付してください。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

一括届出事業場一覧作成ツールに必要事項を入力し、作成した事業場一覧を添付

一括届出事業場一覧

１

４

36協定（本社一括届出）の記入画面では、「事業の
種類」、「事業の名称」、「事業の所在地（電話番号）」
および「（時間外労働をさせる）労働者数〔満18歳以上の
者〕」を入力することはできません。
⇒ これらの情報は「一括届出事業場一覧作成ツール」に
入力してください。

２

申請書に必要な事項を入力３ 一括届出事業場一覧作成
ツールは、手続概要のページ
からダウンロードできます。

一括届出事業場一覧作成
ツールは、手続概要のページ
からダウンロードできます。

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

検索キーワード例︓「本社一括」検索キーワード例︓「本社一括」

︕



14

就業規則（変更）届（本社一括届出）手続例

手続概要

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。
一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

本社一括で検索
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７～10と同じです。
基本情報の入力など、基本的な流れは
P７～10と同じです。

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

意見書

A事業場
B事業場

C事業場

１ ２

３

※令和３年４月１日以降は
労働者代表の押印や署名は不要

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した一括届出事業場
一覧と、各事業場分の意見書を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

検索キーワード例︓「本社一括」検索キーワード例︓「本社一括」

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）と、各事業場分の意見
書（PDF形式）を必ず添付してください。

一括届出事業場一覧作成ツールにより作成した
事業場一覧（CSV形式）と、各事業場分の意見
書（PDF形式）を必ず添付してください。



一年単位の変形労働時間制に関する協定届
（本社一括届出）手続例

手続概要本社一括で検索

提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。
提出先は本社の所在地を管轄する
労働基準監督署です。

申請書に必要な事項を入力

一括届出事業場一覧

１ ２

３

一括届出事業場一覧作成ツールに必要
事項を入力し、作成した「一括届出事業
場一覧」、「届出カレンダー一覧表」と「カレ
ンダー」を添付

４

以降は、事業場単位の届出と同じ（P９の ８ 以降をご参照ください。）５

基本情報の入力など、基本的な流れは
P７～10と同じです。
基本情報の入力など、基本的な流れは
P７～10と同じです。

過半数労働組合の場合

入力形式 入力不要 リスト選択 全角文字 全角文字
全角数字

（ＸＸＸ－ＸＸＸＸ）
全角文字

半角数字
（xxxxx-xxxx-xxxx）

半角数字 半角数字 半角数字 半角文字 全角文字 全角文字

入力可能
文字数

20 80 8 65 15 6 6 6 10 80 30

必須項目 必須入力
「その他の事業」
を選択した場合必

須
必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力 必須入力

過半数代表者職名に
入力がない場合
必須入力

過半数労働組合の名称に
入力がない場合
必須入力

過半数代表者職名
に入力がある場合

1（本社）

2

3

常時使用する
労働者数

該当労働者数
該当労働者のうち
満18歳未満の者

協定成立年月日

通し番号

事業の種類

事業の名称

事業の所在地（電話番号）

事業の種類 郵便番号 所在地 電話番号
自由入力

過半数代表の場合

過半数労働組合の名称 過半数代表者職名 過半数代表者氏名

協定当事者・協定成立年月日

届出カレンダー一覧表

対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに
所定休日についての別紙（カレンダー）

カレン
ダーD

カレン
ダーC

カレン
ダーB

カレン
ダーA

一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。
一括届出事業場一覧作成ツールは、
手続概要からダウンロードできます。

検索キーワード例︓「本社一括」検索キーワード例︓「本社一括」

手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。
手続の名称をクリックすると、その手続の
概要を確認できます。

届出カレンダー一覧表は、本社のカレンダーが複数
種類ある場合のみ、作成・添付が必要になります。
届出カレンダー一覧表は、本社のカレンダーが複数
種類ある場合のみ、作成・添付が必要になります。
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ツールの利用に当たり、トラブルがあった場合

A
↑上記のエラーメッセージが表示される。

1．「ファイル」→「オプション」
2．オプションの「セキュリティセンター※」→「セキュリティセンターの設定」
3．「マクロの設定」→「警告を表示して全てのマクロを無効にする」→
「ＯＫ」
4．エクセルを終了し、再び起動。セキュリティの警告が出るので「コンテ

ンツの有効化」をクリック。
※Excelのバージョンが古い場合はトラストセンターという名前です。

セキュリティの警告が表示されるQ

ファイルサイズのエラーが発生し、申請ファイルが出力できないQ

↑上記のエラーメッセージが表示される。

A 出力されるCSVファイルのサイズが50MBを超えている場合には
申請ファイルの出力はできません。
ファイルを複数に分けて作成してください。
※ ファイルを分ける場合、別個に申請する必要があります。
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電子申請に関するご不明な点については、
下記お問い合わせ先にお願いします。お問い合わせ先など

Q. e-Govアカウントの取得方法がわからない
Q. 操作方法がわからない

① 事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先
まずはe-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。

その上で、ご不明な点はe-Gov利用者サポートデスクにお問い合せください。
e-Gov ︓https://shinsei.e-gov.go.jp/

e-Gov利用者サポートデスク
■Webお問合せ︓https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
■電話番号 ︓050-3786-2225 (通話料金はご利用の回線により異なります。)

受付時間 ４ ・ ６ ・ ７月 平日 午前９時から午後７時まで
土日祝日 午前９時から午後５時まで

５ ・ ８～３月 平日 午前９時から午後５時まで
(土日祝日、年末年始は休止)

Q．労働基準法などの手続に関する電子申請について知りたい

③ 労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ
労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホーム

ページに電子申請が可能な申請の一覧、一括届出事業場一覧作成ツールなどを
掲載していますので、ご参照ください。

○ ホームページは「労基法等 電子」で検索︕ ⇒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

○ 【厚生労働省ホームページトップページからの進み方】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」

> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

Q．36協定届の記載内容について聞きたい

② 労働基準法などの手続に関するお問い合わせ先
労働基準法などの手続についてご不明な点があれば、お近くの都道府県労働局

または労働基準監督署にご相談ください。

【都道府県労働局および労働基準監督署の連絡先】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

（2023.2）

労基法等 電子 検索

1７

https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


福島労働局 第14次労働災害防止計画 （2023年度～2027年度）
労働災害防止計画とは
〇労働安全衛生法第６条の規定に基づき、労働災害を減少させるために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画です。
〇「福島労働局第14次労働災害防止計画」は国が策定した「第14次労働災害防止計画」を推進するため、福島労働局、管内の事業者、労働者等が取り組むべき事項を定めた計画です。

○ 誰もが安全で健康に働くために、事業者、注文者、労働者等が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯に取り組むこと
が重要である。

○ 労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成し、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら
ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人一人が潜在
力を十分に発揮できる社会を実現しなければならない。

○ 原発事故からの復興工事に伴う労働者の安全確保対策、放射性物質による健康障害防止対策、安全確保対策等の推進を図る。

計
画
の
ね
ら
い

目

標

以下を目標とし、アウトカム指標の達成を目指して取り組む。
◎ 死亡災害 死亡者数を2022年と比較して5％以上減少する。
◎ 死傷災害 死傷者数（休業4日以上）を2022年と比較して2027年までに減少に転ずる。

アウトカム指標（期待される結果）

アウトプット指標
事業者が、計画の重点事項の取組成果として、
労働者の協力の下、達成を目指す指標

アウトカム指標
アウトプット指標を実施した結果として、期待
される事項、効果検証を行うための指標

1．労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

3．高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

5．業種別の労働災害防止対策の推進

6．労働者の健康確保対策の推進

7．化学物質等による健康障害防止対策の推進

・転倒の年齢層別死傷年千人率（年間の千人当たりの災害発生件数）を2027年まで
に男女ともその増加に歯止めをかける。
・転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。
・社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに減
少させる。

・陸上貨物運送事業における死傷者数を2022年と比較して2027年までに５％以上
減少させる。

・建設業における死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。
・製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を2022年と比較
して2027年までに5％以上減少させる。
・林業について、伐木作業の災害防止を重点としつつ、労働災害の大幅な削減に向
けて取り組み、死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

・週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割
合を2025年までに5％以下とする。
・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする
労働者の割合を2027年までに50％未満とする。

2．東日本大震災からの復興に係る安全衛生確保対策の推進
・福島第一原子力発電所の廃炉作業及び除染等業務等における安全衛生確保対策の
徹底を図る。

・60歳以上の死傷年千人率を2027年までに男女とも増加に歯止めをかける。

4．多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに労働者全体の平均以下とする。

お問い合わせは、福島労働局・各労働基準監督署へ 福島労働局 検索

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災によるも
の）の件数を第13次労働災害防止期間と比較して、５％以上減少させる。

・熱中症による死亡者数の増加率を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少さ
せる。
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〇労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進及び高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・転倒災害対策（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場の割合を2027年までに50％以上
とする。
・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を
2027年までに80％以上とする。
・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年
までに増加させる。
・「エイジフレンドリーガイドライン」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場
の割合を2027年までに50％以上とする。

〇東日本大震災からの復興に係る安全衛生確保対策の推進
・福島第一原子力発電所の廃炉作業並びに帰還困難区域等で行われる除染等業務、特定線量下業務及び
事故由来廃棄物等処分業務（以下「除染等業務等」という。）に従事する労働者に対する安全衛生管
理、被ばく線量管理、被ばく低減対策、健康管理等を徹底する。

・「荷役作業における安全対策ガイドライン」に基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場（荷主
となる事業場を含む。）の割合を2027年までに45％以上とする。
・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに
85％以上とする。
・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60％
以上とする。
・「伐木等作業の安全ガイドライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50％
以上とする。

・年次有給休暇の取得率を2025年までに70％以上とする。
・勤務インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%以上とする。
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80％以上とする。
・50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50％以上とする。
・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80％以上とする。

・労働安全衛生法に基づくラベル表示・ＳＤＳ交付の義務対象外で、危険性・有害性が把握されている
化学物質について、ラベル表示、ＳＤＳ交付を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80
％以上とする。
・リスクアセスメントの実施の義務対象外で、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、
リスクアセスメントの実施事業場の割合を2025年までに80％以上とするとともに、リスクアセスメ
ント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を実施している事業場
の割合を2027年までに80％以上とする。
・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年ま
でに増加させる。

・転倒災害の発生状況や第三次産業の業界の実態に即した基本的労働災害防止対策の啓発ツール等の周知
を行うとともに、アプリ・動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育ツールの普及を図る。
・「福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）」実施要綱の周知を図る。
・「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策の促進を図る。
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）や介護機器等の導入など腰痛予防対策
の普及を図る。

・「エイジフレンドリーガイドライン」の周知啓発を図る。
・事業者が実施する健康診断の情報を活用した労働者の健康保持増進の取組を推進するため、「事業場に
おける労働者の健康保持増進のための指針」（ＴＨＰ指針）の周知を図る。

・福島第一原子力発電所について、放射線防護措置等の作業計画の作成及び同計画に基づく作業を実施す
るよう徹底を図る。
・除染等業務等について、被ばく線量管理、保護具の着用、特別教育、健康診断及びその結果に基づく事
後措置等を実施するよう徹底を図る。

・トラックからの荷の積み卸し作業における墜落・転落防止対策の充実強化を内容とする改正労働安全衛
生規則の周知・指導を行う。
・「荷役作業における安全対策ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷主事業者対策に取り組む。
・足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等、墜落・転落災害防止の充実強化を内容とす
る改正労働安全衛生規則の周知・指導を行う。
・機能安全を有する機械の活用により、現場の作業者が被災するリスクを低減させる取組を推進する。
・立木の伐倒時の措置、かかり木処理の禁止事項の徹底を図るとともに、下肢を保護する保護衣の着用や
木材伐出機械等の安全対策の徹底を図る。

・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく長時間労働の削減のための取組等を進める。
・健康経営の視点を含めたメンタルヘルス対策や産業保健活動に取り組む意義やメリットについて、経営
層に対する意識啓発の強化を図る。
・福島産業保健総合支援センター及び各地域産業保健センターを通じて、小規模事業場を中心とするメン
タルヘルス対策の取組を支援する。
・「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発を図る。

・新たな化学物質規制に係る労働安全衛生関係法令について、円滑な実施のための周知を図るとともに、
ＳＤＳ等に基づくリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づくばく露低減措置が適切に実施され
るよう丁寧な指導を行う。
・「石綿ばく露防止対策5か年計画」等に基づき、石綿ばく露防止対策の周知・指導を行う。
・「第10次粉じん障害防止総合対策」に基づき、呼吸用保護具の使用の徹底及び
適正な使用の推進等に取り組む。

・日本工業規格に適合した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の普及を
図るとともに、「職場における熱中症予防基本対策要綱」の周知・指導を行う。

〇多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい方法で労働災害防止の
教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％以上とする。

・外国人労働者への効率的・効果的な安全衛生教育のための手法の提示や、イメージしやすいデザインと
母国語表記を併せた標識を掲示する等、危険の「見える化」の促進を図る。

〇業種別の労働災害防止対策の推進

〇労働者の健康確保対策の推進

〇化学物質等による健康障害防止対策の推進

14次防の全文はこちら ↓
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社会福祉施設における
転倒災害千人率（性別・年齢別）

○他産業と比較して全世代で高い
○19歳以下では他の産業の約５倍！

災害の原因は「転倒」「動作の反動・無理な動作（腰痛等）」が半数以上！
その他は「墜落・転落」、「交通事故（道路）」、「激突」等も

近年、労働災害全体の件数は減少傾向にありますが、
社会福祉施設においては未だ増加傾向にあります

＜過去４年間の５月時点での死傷災害者数の推移＞

・令和元年の死傷者数は、
前年比５.２％増加
・令和２年５月の死傷者数は、
前年同期比８.８％増加

みなさんの職場は安全でしょうか？

社会福祉施設で昨年10,000人以上が労働災害にあっています
今一度、安全衛生対策を見直しましょう！（裏面へ）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

動作の反動・無理な動作（腰痛等）
災害千人率（年齢別）

動作の反動・
無理な動作
（腰痛等）

転倒

（人）

（人）

過去４年間の死傷災害者数（休業４日以上）
及び死傷年千人率の推移

急増！
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労働災害の危険性は、日々の作業に潜んでいます
新規入職者はもちろん、経験年数が多い方も日頃の作業方法を見直しましょう

無理な体勢をしていませんか？
スライディングボードや

リフトの使用

腰に負担が
かからない姿勢

歩き方を工夫する
・前を向く

・斜め後ろから支える

床が濡れていたら
すぐに拭き取る

転倒の危険性はありませんか？

腰痛予防

気づかない間に
腰に負担が・・

改善！

転倒予防

「職場の危険の見える化（小売業、飲食業、社会福祉施設）実践マニュアル」
（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/mieruka.pdf）

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン）
（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000623027.pdf）

改善！
思わぬところに

リスクが潜んでいます



 職場での腰痛により４日以上休業する方は年間4000人以上で、うち社会福祉施設では約1000人、 
医療保健業では約350人で合わせて３割を占めます。特に、社会福祉施設での腰痛発生件数は大きく  
増加しています。 
 看護･介護作業を行う者（以下「看護・介護者」）の腰痛予防に施設全体として取組むことは、 
看護･介護者の健康のみならず、看護・介護の対象となる人（以下「対象者」）の安全確保、看護・
介護の質の向上、人材確保にもつながるものです。  
 厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」において、福祉・医療分野等における看護・  
介護作業※も対象として、腰に負担の少ない介助方法などを示しています。 
 その概要を示しますので、各施設で組織的な腰痛予防対策の取組みをお願いします。 
   
   ※福祉・医療分野等における看護・介護作業には、高齢者介護施設、障害児者施設、保育所等の社会福祉施設、 
    医療機関、訪問看護・介護、特別支援学校での教育等における看護・介護作業等が含まれます。 
 
 
        
 ① 施設長等のトップが､腰痛予防対策に取組む方針を表明し、対策実施 
   組織を作りましょう。（→ポイント３） 
  
 ② 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの 
       観点から、腰痛発生リスクを評価しましょう。（→ポイント１） 
  
 ③ 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・低減措置を 
   検討し実施しましょう。健康管理、教育にも取組みましょう。 
   （→ポイント２） 
 
 
  ポイント１．腰痛発生に関与する要因の把握及びリスクの評価・見積り 
 
 腰痛の発生に関与する要因を把握し、看護・介護におけるそれぞれの介助作業について腰痛発生  
 のリスクを見積もる。 
 
（１） 腰痛発生に関与する要因として、対象者の要因、看護・介護者の個人的要因、福祉用具の 
   状況、作業姿勢・動作の要因（抱上げ、不自然・不安定な姿勢）、作業環境の要因（温湿度、 
   照明、段差、作業空間）などがある。 
    このうち、対象者の要因については、各施設で作成している日常生活動作（ADL）、介助 
   の程度などについての評価（アセスメント）シートを活用することができる。 
 
（２） 対象者ごとの一つ一つの看護・介護作業について、上記の腰痛発生要因を考慮しながら、 
   腰痛発生のリスクを「高い」「中程度」「低い」などと見積もる。 
      腰痛発生リスクの見積りは、できるだけ多くの作業について行うのがよいが、少なくとも、  
   重い腰痛の発生した作業や多くの労働者が腰痛を訴える作業については、もれなく対象とす 
       ること。   
    この際、腰痛予防対策チェックリスト（表1）を活用するとよい。 
    対象者それぞれについて、ADL・介助の程度などが異なるので、チェックリストは対象者 
   一人一人について作成する。 

社会福祉施設、医療施設を運営する事業主の皆さまへ 

看護・介護作業による腰痛を予防しましょう 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

腰痛予防対策のポイント 



                                              
  ポイント２．リスクの回避･低減措置の検討・実施  
 
ポイント１で評価したリスクの大きさや緊急性を考慮し、リスクの回避・低減の優先度を判断して、 
腰痛の発生要因に的確に対処するための次のような対策を検討・実施する。 

(1) 対象者の日常生活動作能力を把握し、介助への協力を得る 
   対象者が看護・介護者の手や手すりをつかむ、身体を近づけてくれるなど、可能な範囲で協力 
  してくれることにより、看護・介護者の負担は軽減される。 
(2) 福祉用具（機器・道具）を積極的に利用すること 
   スライディングシート、スライディングボード、リフト、スタンディングマシ－ン等を対象者 
  の状態に合わせて活用すること。 
(3) 作業姿勢・動作の見直し
   イ 抱上げ 
    原則として、人力による人の抱上げは行わず、介助が必要な場合にはリフトやスライディン 
     グボードなどを使用し、対象者に適した方法で移乗・移動介助を行うこと。 
   ロ 不自然な姿勢 
   不自然な姿勢による腰への負担を回避・改善するため、次のような改善方法をとること。 
  (ｲ) 対象者に体を近づけて作業する。 
  (ﾛ) ベッドや作業台等の高さを調節する。 
  (ﾊ) 靴を履かせるなどの低いところでの作業は、膝を曲げてしゃがむか片膝をつく。 
  (ﾆ) 対象者に対して看護・介護者が正面を向いて作業できるよう体の向きを変える。 
(4) 作業の実施体制 
  看護・介護者の数は適正に配置し、負担の大きい業務が特定の看護・介護者に集中しないよう 
 配慮すること。 
(5) 作業標準の策定 
   作業負担が小さく効率良く作業するための作業手順等をまとめた作業標準を作成すること。 
  作業標準は、介助の種類ごとに作成し、対象者の状態別に、作業手順、利用する福祉用具、人数、 
  役割分担などを明記する。ベッドから車いすへの移乗介助の手順例を第４面に示す。 
(6) 休憩、作業の組合せ 
   適宜、休憩時間を設け、その時間にはストレッチングや安楽な姿勢が取れるようにすること。 
  また、作業時間中にも、小休止・休息が取れるようにすること。 
(7) 作業環境の整備 
   イ 寒さや看護・介護者の体が濡れた場合の冷え等が腰痛の発生リスクを高めるため、作業に 
    適した温湿度に調節すること。また、作業場所等の形状が明瞭にわかるように、適切な照度 
    を保つこと。  

 
表1  「介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト」の記入例 



  
   ロ 通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けない 
        こと。 
       また、それらの移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。 
   ハ 部屋や通路は、介助動作に支障がないように十分な広さを確保すること。また、介助に必要 
        な福祉用具は、出し入れしやすく使用しやすい場所に収納すること。 
   ニ 疲労からの回復を図れるよう、快適な休憩室や仮眠室を設けること。 
   ホ 対象者の家庭が職場となる訪問看護・介護では、腰痛予防の対応策への理解を得られるよう、 
    事業者が家族等に説明すること。 
(8) 健康管理 
   イ 健康診断 
     看護・介護者全員に対し、配置時及び定期的（６か月以内に１回）に腰痛の健康診断を行う 
    こと。 
       医師の意見を聴き、作業者の腰痛の状況・程度に応じて、作業体制・方法の改善、作業時間 
        の短縮などを検討する。特に長時間労働や夜勤に従事し、腰部に著しく負担を感じている者に 
        は、勤務形態の見直しなど就労上の措置を検討すること。 
   ロ 腰痛予防体操 
    筋疲労回復、柔軟性向上を目的として、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行うこと。 
(9) 労働衛生教育等 
   イ 腰痛予防のための教育・訓練 
       看護・介護者に対して、腰痛の発生要因と回避・低減措置（腰部への負担の少ない看護・介 
        護技術、福祉用具の使用方法等）について定期的に教育･訓練を行うこと。 
   ロ 協力体制 
       腰痛を有する看護・介護者及び腰痛による休業から職場復帰する者に対して、組織的に支援 
        できるようにすること。 
 
   ポイント３．腰痛予防対策実施組織 
  
 組織内に腰痛予防対策チームを設置し、腰痛予防のためのリスクの評価と低減、看護・介護者 
 への教育活動などを行う。    
               
   社会福祉施設・医療施設で腰痛予防の取組みを進めるためには、院長・施設長等のトップが腰痛 
  予防対策に取り組む方針を表明し、看護部門、介護部門等が腰痛予防に取り組む明確な意志を持ち、
継続した活動と活動経験の蓄積が必要である。そのため、衛生委員会の下に腰痛予防対策チームを
編成して、リスクアセスメントの実施、リスク低減策の立案とその評価、福祉用具の使用に関する
研修その他全員に対する教育などの活動に取り組むこと。（下図参照）  

 
  
 
  

腰痛予防対策実施組織図の例 

院長・施設長 

衛生委員会 産業医 

腰痛予防対策チーム 

○腰痛予防リーダー 
  フロア・病棟（ユニット）リーダー 
  衛生管理者等産業保健スタッフ 



介護腰痛　チェックリスト 検索

腰痛予防指針 検索

無料　腰痛予防 検索

もっと詳しく 
 
介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 
  
職場における腰痛予防対策指針          
 
看護・介護従事者の腰痛予防対策講習会（中災防：無料）          

作成： 中央労働災害防止協会 
   平成26年度厚生労働省委託事業「第三次産業労働災害防止対策支援事業(保健衛生業)」受託事業者 

 
 
 
 
 
まず、対象者に車椅子移乗を説明し、同意を得るとともに協力を依頼する。協力を得る
ことで、看護・介護者の負担が軽減できる。 
 

１ 床頭台等のベッド周りの備品をベッドから離したり、ベッドをずらしたりして、必要な作業空間 
 を確保する。 

２ 車椅子の移乗方向の足台を取り外し、ベッドサイドにぴったりと横付けし、ブレーキをかける。 

３ ベッドの高さ調節を行い、移乗先の方が数cm低くなるようにする。ベッドから車椅子の場合はベ 

 ッドを上げ、逆に車椅子からベッドの場合はベッドを下げる。 

４ 車椅子の肘掛を跳ね上げる。 

５ 看護・介護者は、対象者の前方に向かい合い、移乗方向側の対象者の臀部の下にボードの一端を 

 座骨結節が乗るまで差し込む。対象者の上体を移乗方向と反対側に傾けると、臀部が浮き差し込み 

 やすくなる。必ず、対象者の、傾ける側の身体を支えながら行うようにする。 

６ ボードの反対側を移乗先に置く（15cm程度はかかるように）。 

７ 看護・介護者は、対象者の前方で、車椅子とベッドにかかったボードに向き合うようにして、腰 

 を落として低い姿勢をとる。このとき、移乗先側の片膝をつくと、腰の負担が減る。 

８ 看護・介護者は、対象者の体幹が前方に軽く屈曲するように誘導する。対象者が腕や上体を軽く 

 看護・介護者に預けるようにすると、身体が前に傾く。対象者の座位保持が不安定な場合は、移乗 

 先の手すりまたは肘掛けを片手で持つように誘導してもよい。 

９ 看護・介護者は、移乗先と反対側の手で、被介助者の横臀部を進行方向に軽く押して、臀部を移 

 乗先に移らせる。 

10 対象者の臀部が完全に移乗先に乗ったら、ボードを外し、体幹がまっすぐ立つように誘導する。 

 移乗先が車椅子の場合は、肘掛けを定位置に下げるのを忘れないこと。 

11 車椅子シートに深く座るための介助 

  対象者の体幹をやや前傾した状態で、左右交互に傾けて荷重を片側の臀部にかけ、次に荷重がか 

 かっていない臀部の膝を車椅子背もたれ方向へ押すことで深く座ることができる。滑りにくい座面 

 の場合は、片側のみスライディングシートを座面に敷き、同様に膝を押すことで滑りやすくなり深 

 く座ることができる。  

 
 
 
 
 

 

作業標準の例 
スライディングボードを用いたベッドから車椅子への移乗 
（自力での横移動が困難な対象者を移乗介助する場合の手順例） 

 



60歳以上

女性

43%
50代女性

28%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

介護の現場における転倒災害の発生時点

移動中
70.4%

作業中
29.6%

凍結した通路等で滑って転倒（24％）
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒（23％）
防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）
滑りにくい履き物を使用させる
脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒（15％）
事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒（７％）
適切な通路の設定
敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
走らせない、急がせない仕組みづくり

転倒時の類型

主な原因と対策

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい
箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
日数（※労働者死傷病報告による休業見込日数）

44日
職場３分

エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒（５％）
労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ
5%

滑り
31%

他人とぶつかった、
他人に押された

（被介助者の転倒含む）
5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した
4%

踏み外し
1%

車椅子、台車の操作を失敗
2%

立ち上がり時バランス崩し
1%

貧血、意識消失等
1%

物・他人・動物をよけようとして
バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した
1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方
4% 転倒モード不明

3%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は
「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を
防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています
事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

転倒災害（休業４日以上）の発生状況（令和３年）

（R５)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

転びの予防
体力チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金 中小規模事業場

安全衛生サポート事業



1. 何もないところでつまずく、足がもつれて転倒
• 人は加齢とともに転びやすくなります。自分は大丈夫だろうと思わず、転んで
骨折するかもしれないという意識を持って歩行や作業をしてください。

• 走らないようにしましょう。
2. 段差、家具等につまずいて転倒（見えていない）

• 前をよく見て歩行、作業しましょう。
• 事業場内の危ない箇所は「見える化」等の対策をしましょう。

3. 浴室、脱衣所等の水場で滑って転倒
4. こぼれていた水、洗剤等で滑って転倒（見えていない）

• よく見て歩行、作業しましょう。
• 見つけたらほかの労働者の転倒防止のためにもすぐに拭きとりましょう。
• 水拭き等の後は、乾くまで他の労働者が入らないようにしましょう。

5. 雪、雨で滑って転倒
• 送迎や訪問介護時も含め、積雪・降雨時の歩行や作業に注意しましょう。

これらは介助中の転倒より多く、単独作業や移動中の油断や焦りが
転倒による大怪我と長期休業につながっています。

移動中

70.4%
作業中

29.6%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

60歳以上

女性

43%50代女性

28%40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

社会福祉施設における転倒災害被災者の性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

転倒災害（業務中の転倒による重傷、休業４日以上）の発生状況（令和３年）

転倒災害（業務中の転倒による大怪我）に注意しましょう
介護の現場で働く皆さまへ

加齢等による転倒リスク・骨折リスク

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R５)

介護労働者の転倒災害 ※の主な要因（労働者死傷病報告より）
※訪問介護や送迎先での転倒災害も含む

ロコチェック 内閣府
ウェブサイト

社会福祉施設における
転倒による怪我の態様

•骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

社会福祉施設の
転倒災害による
平均休業日数
44日
※ 労働者死傷病報告
（休業４日以上）に
よる休業見込日数

介護の現場における転倒災害の発生時点

転倒災害が起きているのは
移動の時だけではありません

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります →「ロコチェック」
 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも→「たった一度の転倒で寝
たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者は市町村が実施している「骨粗鬆症健診」を受診しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています。
転倒災害は、被災しないよう労働者自身が注意することも必要です。



厚生労働省では「STOP！転倒災害プロジェクト」を推進しています。
具体的な対策はこちらをチェック！

転倒によるケガの約６割が休業１か月以上のケガです！！

▶ 転倒災害は、大きく３種類に分けられます。
皆さまの職場にも似たような危険はありませんか？

STOP！ 転倒 検 索

滑り つまずき 踏み外し

作業場所の

整理整頓
1 作業場所の

清掃
2 毎日の

運動
3

転倒による労働災害は最も多く、全体の約25％

ＳＴ Ｐ！転倒災害

3つの転倒予防！



あなたの職場は⼤丈夫︖

チェック項目

１ 通路、階段、出⼝に物を放置していませんか

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

３
通路や階段を安全に移動できるように⼗分な明る
さ（照度）が確保されていますか

４
靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを
選んでいますか

５
転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知し
ていますか

６
段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を
促す標識をつけていますか

７
ポケットに手を入れたまま歩くことを
禁止していますか

８
ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れて
いますか

９ 転倒を予防するための教育を⾏っていますか

チェックの結果は、いかがでしたか︖
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職
場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア
を出し合いましょう︕

転倒の危険をチェックしてみましょう︕



日本プロテクティブスニーカー協会

転倒予防のために
適切な「靴」を選びましょう

職場での にご注意ください！

甲部の締まり
つま先の余裕

前後左右の
ずれなし

踵の当た
りなし

靴と足はフィットして
いますか？
足に合った靴は疲労の
軽減、事故の防止に
つながります。

屈曲しやすい 屈曲しにくい

親指から小指の
付け根を適度に
曲げられますか？
靴の屈曲性が悪いと、疲労の蓄積、擦り足になり
やすく、つまずきの原因となります。

靴の前後の重さの
バランスは
とれていますか？
靴の重量がつま先部に偏っていると、歩行時につ
ま先部が上がりにくく、つまずきやすくなります。

サイズ 屈曲性

つま先から床面
まで一定の高さ
がありますか？
つま先の高さが低いと、ちょっとした段差につま
ずきやすくなります。

つま先部の高さ つま先が高い つま先が低い

靴底がすり減って
いませんか？
靴底の減りが大きい
靴は、滑りやすくなります

靴底の減り具合 靴底の凹凸あり 靴底の凹凸が減少

靴の滑りにくさを確認していますか？
耐滑性を有する靴は、以下の箇所で確認できます。

■安全靴の場合
個装箱のJISマーク
表示の近くに「F1」
または「F2」の表示
があるか確認してください。

■プロスニーカーの場合
靴のべろ裏面の表示に、
耐滑性のピクト表示が
あるかを確認してださい。

耐滑性の有無

その他の性能 ■かかと部の衝撃
エネルギー吸収性
かかとのクッション
性に関係し、かかと部の
疲労防止性能

■耐踏抜き性
釘などの鋭利なもの
から足裏を防護する
性能

■静電気帯電防止性
静電気帯電による放電着火
の防止と低電圧で
の靴底からの感電
防止性能

ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト
厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い
「転倒災害」を減少させるため、「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」
を推進しています。

検 索

重量バランス つま先が重い



先芯がいらない作業環境で使用する耐滑靴の探し方

会社名 電話番号 関連商品URL
弘進ゴム株式会社 022-214-3021 https://www.kohshin-grp.co.jp/FormMail/shoes/

株式会社シモン 0120-345-092 https://www.simon.co.jp/contact/

日進ゴム株式会社 086-243-2456 http://www.nisshinrubber.co.jp/contact/index.html

株式会社ノサックス 082-425-3241 www.nosacks.co.jp

株式会社丸五 086-428-0232 https://www.marugo.ne.jp

ミズノ株式会社 0120-320-799 https://sports-service.mizuno.jp/btob_service

ミドリ安全株式会社 03-3442-8293 https://midori-fw.jp/

作業時に着用する靴の安全性は、作業環境の状況に応じて決められています。
先芯（安全性を確保するために靴のつま先部分に入れる）を履く必要がない作業環境の場合
でも、耐滑靴を着用しなければならないことがあります。
その場合、先芯入りの安全靴やプロスニーカーであれば、靴の表示で耐滑性を確認できます
が、先芯入りでない靴は表示で耐滑性を確認することができません。
その場合は下記のメーカーへご相談ください。
職場の状況に適合する靴を紹介できるよう、以下の項目を参考に職場の作業環境等もご説明ください。

詳しくはメーカーや販売店にご相談ください
耐滑靴取り扱い店・メーカー

■作業中や作業後に水を取り扱うこと
ことがあるか
水を取り扱う場合、靴の表面素材は
人工皮革製・ゴム製が最適です

■作業中に重量物を取り扱うことが
あるか
重量物を取り扱う場合、安全靴を着用
してください

■滑りが発生する場合の状況
滑りが起きた状況によって
対策が変わります
（例）
･物につまづいた
→運搬と通路改善

･濡れた床で滑った
→水･油用耐滑靴検討

･凍結路面で滑った
→氷用耐滑靴検討

■床の材質
塗り床／タイル／カーペット等
床の材質で適合する靴底が変わります



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

体力に自信がない人や仕事に慣れていない人
を含めすべての働く人の労働災害防止を図る
ためにも、職場環境改善の取組が重要です。

厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」）を策定しました。
働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。

＜年齢別死傷災害発生状況（休業４日以上）＞

2.05

4.06

0.82

4.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

＜年齢別・男女別の労働災害発生率 2018年＞

出典：労働力調査、労働者死傷病報告

29歳
以下
14% 30～

39歳
14%

40～
49歳
22%

50～
59歳
24%

60歳
以上
26%2008年

2018年

29歳以下
17%

30～
39歳
20%

40～
49歳
19%

50～
59歳
26%

60歳
以上
18%

■男性、 女性

働く高齢者が増えています。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業
をはじめとする第三次産業で増加しています。
こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は26％（2018年）で増加傾
向にあります。労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で相対的に高くなり、中でも、転倒災害、墜
落・転落災害の発生率が若年層に比べ高く、女性で顕著です。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19歳以下
20~29歳
30~39歳
40~49歳
50~59歳
60~69歳
70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上

＜年齢別の休業見込み期間の長さ＞

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象としたものですが、請負契約により高齢者を就業させることの
ある事業者においても、請負契約により就業する高齢者に対し、このガイドラインを参考として取組を行って
ください。

高齢者は身体機能が低下すること等により、
若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も
長期化しやすいことが分かっています。

※労働者1000人当たりの死傷災害（休業４日以上）の発生件数



経営トップ
方針表明

労働者の意見を聴く機会や
労使で話し合う機会

担当者・組織
の指定

体制

危険源の特定等のリスクアセスメントと対策の検討

身体機能を補う設備・装置の導入
（災害の頻度や重篤度を低減させるもの）

働く高齢者の特性を考慮した作業管理

健康診断

健診後の就業上の措置（労働時間短縮、
配置転換、療養のための休業等）

安
全
衛
生
教
育

安全で健康に働く
ための体力チェック

体力づくりの
自発的な取組の促進

措置予防 把握・気づき

体力や健康状況に適合する業務の提供

運動習慣、食習慣等の
生活習慣の見直し

メンタルへルス対策
(セルフケア・ラインケア等)

具体的取組

ストレスチェック
①個人、②集団分析

作業前の体調チェック

健診後の面接指導、保健指導

身体機能を補う 設備・装置の導入
（本質的に安全なもの）

危険箇所、危険作業
の洗い出し

職場環境の改善等のメンタルへルス対策

低体力者への体力維持・向上に向けた指導

健康維持と体調管理

ガイドラインの概要
このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場
で、事業者と労働者に求められる取組を具体的に示したものです。全文はこちら→

事業者に求められる事項

事業者は、以下の１～５について、高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、
国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよ
うに努めてください。

場
の
リ
ス
ク

人
の
リ
ス
ク

事業場における安全衛生管理の基本的体制と具体的取組の体系を図解すると次のようになります。

🌸考慮事項🌸
・高年齢労働者が、職場で気付いた労働安全衛生に関するリスクや働く上で負担に感じてい
ること、自身の不調等を相談できるよう、社内に相談窓口を設置したり、孤立することな
くチームに溶け込んで何でも話せる風通しの良い職場風土づくりが効果的です

１ 安全衛生管理体制の確立

ア 経営トップによる方針表明と体制整備
・企業の経営トップが高齢者労働災害防止対策に取り組む方針を表明します
・対策の担当者や組織を指定して体制を明確化します
・対策について労働者の意見を聴く機会や、労使で話し合う機会を設けます

令和2年3月16日付け基安発0316第１号
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの策定について」

イ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
・高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリ
ハット事例から洗い出し、対策の優先順位を検討します

・リスクアセスメントの結果を踏まえ、２以降の具体的事項を参考に取組事項を決定します

🌸考慮事項🌸
・職場改善ツール「エイジアクション100」のチェックリストの活用も有効です→
・必要に応じフレイルやロコモティブシンドロームについても考慮します

※フレイル：加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態
※ロコモティブシンドローム：年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態

・社会福祉施設、飲食店等での家庭生活と同様の作業にもリスクが潜んでいます
2



２ 職場環境の改善

(1) 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
・高齢者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等の改善を検討し、
必要な対策を講じます

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

その他の例
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床材や階段用シー
ト）を採用する
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等の
IoT機器を利用する
・パワーアシストスーツ等を導入する
・パソコンを用いた情報機器作業では、照明、文字サイズの
調整、必要な眼鏡の使用等により作業姿勢を確保する 等

通路を含め作業場所の
照度を確保する

🌷対策の例🌷

階段には手すりを設け、可能
な限り通路の段差を解消する

防滑靴を利用させる

水分・油分を放置せ
ず、こまめに清掃する

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

警報音等は聞き取りやすい
中低音域の音、パトライト
等は有効視野を考慮

涼しい休憩場所を整備し、通気
性の良い服装を準備する

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業
対象物の配置を改善する

リフト、スライディングシート等
を導入し、抱え上げ作業を抑制

例えば
戸口に
段差が
ある時

ガイドラインの概要
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３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

(1) 健康状況の把握
・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施します
・その他、以下に掲げる例を参考に、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような
取組を実施するよう努めます

🌷取組の例🌷
・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者が、地域の健康診断等（特定健康診査
等）の受診を希望する場合、勤務時間の変更や
休暇の取得について柔軟に対応します
・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら
ない者に対して、事業場の実情に応じて、健康
診断を実施するよう努めます

(2) 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
・敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の見直し
を検討し、実施します

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

🌷対策の例🌷
＜共通的な事項＞
・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫
することで高年齢労働者が就労しやすくします
（短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等）

マニュアル

○○○
○○○
○○○

・ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に
配慮した作業マニュアルを策定します
・注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮します
・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間
の運用を図ります
＜暑熱な環境への対応＞
・一般に年齢とともに暑い環境に対処しにくくなるので、意識的な水分補給を推奨します
・始業時の体調確認を行い、体調不良時に速やかに申し出るよう日常的に指導します
＜情報機器作業への対応＞
・データ入力作業等相当程度拘束性がある作業では、個々の労働者の特性に配慮した無理の
ない業務量とします

夜勤の勤務時間見直しによる業務分散の例

見直し

夜勤日勤 日勤見直し前

夜勤日勤 日勤見直し後 夕勤

夕食介助 体位変換 朝食介助夜間排泄介助

16:30 21：00 9：30

離床介助 離床介助臥床介助

ガイドラインの概要
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体力チェックの一例 詳しい内容は→

(2) 体力の状況の把握
・高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢労働者双方が体力の状
況を客観的に把握し、事業者はその体力にあった作業に従事させるとともに、高年齢
労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高年齢労働者を対象とした
体力チェックを継続的に行うよう努めます

・体力チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体力
チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜
その方針を見直します

🌷対策の例🌷
・加齢による心身の衰えのチェック項目（フレイルチェック）等を導入します
・厚生労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用します
・事業場の働き方や作業ルールにあわせた体力チェックを実施します。この場合、安全作業
に必要な体力について定量的に測定する手法と評価基準は、安全衛生委員会等の審議を踏
まえてルール化するようにします

🌸考慮事項🌸
・体力チェックの評価基準を設ける場合は、合理的な水準に設定し、安全に行うために必要
な体力の水準に満たない労働者がいる場合は、その労働者の体力でも安全に作業できるよ
う職場環境の改善に取り組むとともに、労働者も必要な体力の維持向上の取組が必要で
す。

(3) 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者
が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。
また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐた
め、労働者自身の同意の取得方法や情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場
を活用して定める必要があります。

ガイドラインの概要
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(1) 高年齢労働者に対する教育
・高齢者対象の教育では、作業内容とリスクについて理解させるため、時間をかけ、写
真や図、映像等の文字以外の情報も活用します

・再雇用や再就職等により経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を
行います

エイジフレンドリーガイドラインの概要
４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

(1) 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた措置
脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされ
ており、高年齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働
時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じます

🌸考慮事項🌸
・業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、高年齢労働者に状況を確認して、十分な
話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めます

(2) 高年齢労働者の状況に応じた業務の提供
健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の状況
に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます

🌸考慮事項🌸
・疾病を抱えながら働き続けることを希望する高齢者の治療と仕事の両立を考慮します
・ワークシェアリングで健康や体力の状況や働き方のニーズに対応することも考えられます

(3) 心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」や「労働者の心の健康の保持増
進のための指針」に基づく取組に努めます

・集団と個々の高年齢労働者を対象として身体機能の維持向上に取組むよう努めます
・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて取り組みます

🌷対策の例🌷
・フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施します
・体力等の低下した高年齢労働者に、身体機能の維持向上の支援を行うよう努めます
例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援を考えます
・健康経営の観点や、コラボヘルスの観点から健康づくりに取り組みます

５ 安全衛生教育

(2) 管理監督者等に対する教育
・教育を行う者や管理監督者、共に働く労働者に対しても、高年齢労働者に特有の特徴と
対策についての教育を行うよう努めます

🌸考慮事項🌸
・身体機能の低下によるリスクを自覚し、体力維持や生活習慣の改善の必要性を理解するこ
とが重要です
・サービス業に多い軽作業や危険と感じられない作業でも、災害に至る可能性があります
・勤務シフト等から集合研修が困難な事業場では、視聴覚教材を活用した教育も有効です

6

転倒・腰痛防止視聴覚教材
～転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」～（動画）
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高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助します 是非ご活用ください
※事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付決定（全ての申請者に交付されるものではありません）

１ 対象者 60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業等の事業者
２ 補助額 補助率２分の１、上限100万円
３ 対象経費

高年齢労働者の労働災害防止のための措置に係る経費
【措置の例】
○高齢者に優しい施設整備や機械設備の導入等
・作業場内の段差解消 ・床や通路の滑り防止
・リフト機器等の導入による人力取扱重量の抑制
○健康確保のための取組
・高年齢労働者の体力低下について気づきを促す取組
・ウェアラブル端末を活用したバイタルデータの「見える化」
○高年齢者の特性に配慮した安全衛生教育

国による支援等（令和２年度）

労働者に求められる事項

生涯にわたり健康で長く活躍できるようにするために、一人ひとりの労働者は、事業者が実
施する取組に協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健
康づくりに積極的に取り組むことが必要です。
個々の労働者が、自らの身体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労
使の協力の下、以下の取組を実情に応じて進めてください。

・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康
や体力の維持管理に努めます
・法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の
健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保
険者が行う特定健康診査等を受けるようにします
・体力チェック等に参加し、自身の体力の水準を確認
します
・日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取
り入れ、基礎的体力の維持に取り組みます
・適正体重の維持、栄養バランスの良い食事等、食習
慣や食行動の改善に取り組みます

エイジフレンドリー補助金 (新設)

厚生労働省

間接補助事業者
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会

申請者
(中小企業等事業者）

審査

補助金

補
助
金
交
付

応
募

①

②
交
付
決
定

③

工事等④

実
績
報
告

⑤
⑥

ストレッチの例
「介護業務で働く人のための腰痛予防の
ポイントとエクササイズ」より

好事例を参考にしましょう
取組事例を参考にして、自らの事業場の課題と対策を検討してください
 厚生労働省ホームページ
（先進企業）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（製造業）https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

 独立行政法人高齢・ 障害・求職者雇用支援機構ホームページ
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/statistics.html

※補助の具体的な条件、応募手続き等の詳細は、
厚生労働省ホームページを確認してください。

ガイドラインの概要
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高齢者の安全衛生対策について個別に相談したいときは

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働
衛生のスペシャリストです。事業者の求めに応じて事業場の安全衛生診断等を行います。

６５歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇
用アドバイザーは、全国のハローワークと
連携して、企業の高齢者雇用促進に向けた
取組を支援しています！

各企業の実情に応じて、以下の項目に対する専門的
かつ技術的な相談・助言を行っています。
●人事管理制度の整備に関すること
●賃金、退職金制度の整備に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること
●能力開発に関すること
●健康管理に関すること
●その他高年齢者等の雇用問題に関すること

相談・助言 無料

〇お近くのお問合せ先は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（http://www.jeed.or.jp）から
ご覧いただけます。
〇「65歳超雇用推進事例サイト（https://www.elder.jeed.or.jp/）」 により、65歳を超える人事制度を導入
した企業や健康管理・職場の改善等に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

機構ＨＰはこちら

労働災害防止団体が中小規模事業場に対して、安全衛生に関する知識・経験豊富な専門職員を派遣して、
高年齢労働者対策を含めた安全衛生活動支援を無料で行います。

現場確認
専門職員が２時間程度で現場確認とヒアリングを行い、
事業場の安全衛生管理状況の現状を把握します。

結果報告
専門職員が現場確認の結果を踏まえたアドバイスを行います。
 転倒、腰痛、墜落・転落災害の予防のアドバイスを行います。
 現場巡視における目の付け所のアドバイスを行います。
 災害の芽となる「危険源」を見つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会
・林業・木材製造業労働災害防止協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業等関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・木材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

高齢者の戦力化のための条件整備について個別に相談したいときは

【問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話：03-3453-7935 ホームページ：https://www.jashcon.or.jp/contents/

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断

有料

高年齢労働者の労働災害防止対策についての情報は
厚生労働省ホームページに掲載しています （Ｒ２．６）



「令和５年度エイジフレンドリー補助金」のご案内
令和５年度（２０２３年度）版

補助金申請期間 令和５年６月12日～令和５年10月末日

業種 常時使用する
労働者数

資本金又は
出資の総額

小売業 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 ５０人以下 ５,０００万円以下

サービス業 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、
物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など １００人以下 ５,０００万円以下

卸売業 卸売業 １００人以下 １億円以下

その他の業種 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など ３００人以下 ３億円以下

※ 労働者数または資本金等のいずれか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。
※ 医療・福祉法人は原則資本金がありません。労働者の人数のみでの判断となります。

中小企業事業者の皆さまへ

 近年の高齢者の就労拡大に伴い、高年齢労働者の労働災害が増えています。
 「高年齢労働者の労働災害防止コース」では、高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労
働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。

 「コラボヘルスコース」では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対し
て、補助を行います。

 高年齢労働者の労働災害防止、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金
を是非ご活用ください。

高年齢労働者の労働災害防止対策コース コラボヘルスコース

対
象
事
業
者

（１）労災保険加入している
（２）中小企業事業者（※１）
（３）高年齢労働者（６０歳以上）を常時

１名以上雇用し、対象の高年齢労働者
が対策を実施する業務に就いている

（１）労災保険加入している
（２）中小企業事業者（※１）
（３）労働者を常時１名以上雇用している

補
助
対
象

高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大き
い作業を解消する取組に要した経費（機器の購
入・工事の施工等）

コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための
取組に要した経費

補
助
率

１／２ ３／４

上
限
額

１００万円
（消費税を除く）

３０万円
（消費税を除く）

注
意
事
項

※２コース併せての上限額は１００万円です。
※２コース併せた申請の場合は、必ず２コース同時に申請してください。
（月を変えて別々の申請はできません）。
※この補助金は、事業場規模、高年齢労働者の雇用状況等を審査の上、交付を決定します。
全ての申請者に交付されるものではありません。

（※1）中小企業事業者の範囲

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

高年齢者労働者が事業場に所属してい
ない場合も補助の対象です。

「令和５年度エイジフレンドリー補助金」は、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会（以下「コンサルタ
ント会」といいます。）が補助事業の実施事業者（補助事業者）となり、中小企業事業者からの申請を受けて審
査等を行い、補助金の交付決定と支払を実施します。



１ 転倒・墜落災害防止対策に関する費用
２ 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策に関する費用
３ 暑熱な環境による労働災害防止対策に関する費用
４ その他の高年齢労働者の労働災害防止対策に関する費用

●具体的には次のような対策が対象となります●

１ 転倒・墜落災害防止対策
 作業床や通路のつまずき防止対策（作業床や通路の段差解消）(※）
 作業床や通路の滑り防止対策（水場等への防滑性能の高い床材・グレーチン
グ等の導入、凍結防止装置の導入）

 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
 トラック荷台等の昇降設備の導入
 高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）
 階段への手すりの設置（※）
 身体機能のチェックや運動指導の実施
(※）法令違反状態の解消を図るものではないこと
★ 転倒災害対策のポイントは、厚生労働省ＨＰをご確認ください。

（URL  https://www.mhlw.go.jp/content/001101299.pdf ）

２ 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策
 不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
 重量物搬送機器・リフト（乗用タイプは含まず）
 重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
 介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
 介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）の修得のため
の教育の実施

 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止のための運動指導の実施

３ 暑熱な環境による労働災害防止対策
熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、送風
機の設置

体温を下げるための機能のある服の導入
熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器（ウェアラブ
ルデバイス）による健康管理システムの導入

４ その他の高年齢労働者の労働災害防止対策
業務用車両への踏み間違い防止装置の導入

★注：申請内容確認のため、コンサルタント会が実地調査することがあります。

【財産を処分する場合の承認申請（必要な場合に手続きしてください）】
補助金を受けた機器等のうち５０万円以上の物について、補助を受けた年度終了後５年以内に、事業の廃止等
に伴い、譲渡し、または廃棄する場合は、承認手続きを行ってください。

対象となる対策の具体例、補助の対象とならないものについては、エイジフレン
ドリー補助金事務センターのホームページ内にあるＱ＆Ａにまとめています。
申請前に必ずご確認ください。

エイジフレンドリー補助金事務センターＨＰ：https://www.jashcon-age.or.jp

高年齢労働者の労働災害防止コース
 高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取組に要する費用を補助対象とします。

従業員通路の段差の解消

水場における防滑性能の高い床材
等の導入

従業員通路への凍結防止装置の導入

転倒・腰痛災害防止のための運動
指導の実施

暑熱作業のある事業場における
休憩施設の整備

※労働者個人ごとに費用が生じる対策（運動指導、体温を下げるための機能のある服、ウェアラブルデバイス、
パワーアシストスーツ等）については、対策にかかわる高年齢労働者の人数分に限り補助対象とします。

労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を防止しましょう 🔍🔍検索

移乗介助の際の身体的負担を軽
減する機器の導入



●事業所カルテ・健康スコアリングレポートにより、各保険者の加入者の健康状態や医療費、予防・健
康づくりへの取組状況等について、全体平均や業態平均と比較したデータの見える化が可能になりま
す。
●従業員等の健康状況について、現状認識を踏まえた具体的アクションの検討にご活用ください。
●事業者から保険者に安衛法に基づく定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルスやコラボ
ヘルス等の推進により、労働者の健康保持増進につながります。保険者への健康診断結果の提供にご
協力ください。

事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用について

医療保険者と事業者が積極的に連携し、
明確な役割分担と良好な職場環境の
もと、労働者の予防・健康づくりを
効果的・効率的に実行することです。

コラボヘルスって
なに？

★労働者の健康保持増進のための次の取組に要する費用を補助対象とします★

【事業主健診情報が保険者に提供されていることが補助の前提となります】

健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等（オ
ンライン開催、ｅラーニングなども含む）
※産業医、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、労働衛生コンサルタント等によるもの

事業所カルテ・健康スコアリングレポートの活用等によるコラボヘルスを実施するための健康診断
結果等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入

栄養・保健指導の実施などの労働者への健康保持増進措置（健康診断、歯科検診、体力チェックの
費用は除く）

コラボヘルスコース

保険者事業者

労働者

健康診断実施機関

事業主健診情報

保険者へのデータ提供の依頼

事業所カルテ・健康スコアリングレポートの提供
健康指導、研修等

＜コラボヘルス＞

健診情報を活用した保健事業の提供



申請方法

①補助金交付申請
（中小企業事業者）

■事務センターＨＰから「申請関係書類」をダウンロードしてください
■「注意事項」「提出資料一覧チェック表」を確認の上、全ての書類を揃えて送
付してください（※消印、発送日がわかる方法で送付してください）

②審査～交付決定
通知書発行
（事務センター）

■申請書類は毎月末に取りまとめ、翌月に全ての書類を審査します
■審査結果は、審査した月の月末から翌月初め頃、以下の方法でお知らせします
・交付を決定した案件⇒申請代表者宛に「交付決定通知書」等を郵送します
・不採択になった案件⇒申請担当者宛にメールにより通知します

③対策の実施・費用
の支払い
（中小企業事業者）

■交付決定通知書を受領したのち、対策を実施し、費用を支払ってください
（交付決定通知書が到着したらできるだけ早く対策を実施すること）
※交付決定日以前の発注、購入、施工等は、補助金の支払いが認められません

④実績報告書及び
精算払請求書提出
（中小企業事業者）

■対策が終了し、費用の支払いが完了したのち「実績報告書及び精算払請求書」
を含む必要書類を全て送付してください
※「交付決定通知書」郵送時に同封される「請求に必要な提出資料一覧表」
を確認の上、全ての書類を揃えてください

⑤補助金の交付
（事務センター）

■事業者より提出された「実績報告書及び精算払請求書」を確認の上、確定通知
書を郵送し、補助金を指定口座へ振り込みます

この補助金についてのお問合せは

申請に当たっての注意事項
◆この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運用が求められる
ものです。補助金の実施要領、交付規程等をよく読み、補助金の趣旨を理解した上で申請してください。
◆偽り、その他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合
は、補助金の返還を求めることがあります。
◆交付決定を受けられなかった事業者は、申請期間中に異なる対策での申請が可能です。ただし、9月及び10月
申請分は除きます。

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
「エイジフレンドリー補助金事務センター」まで

（エイジフレンドリー補助金事務センターＨＰ https://www.jashcon-age.or.jp）

受付時間：平日１０：００～１２：００/１３：００～１６：００（土日祝休み）
（８月８日～８月１５日（夏季休暇）、１２月２９日～１月３日（年末年始）を除く）

◎関係書類送付先◎
〒１０５－００１４ 東京都港区芝１－４－１０ トイヤビル５階

エイジフレンドリー補助金事務センター
申請に関する書類は「申請担当」宛に、支払に関する書類は「支払担当」宛にお送りください。

関係書類は郵送または宅配便でのみ受付します(メールでの申請はできません)。
消印が確認できない料金別納・料金後納や発送日が確認できない方法で送付しないでください。
◆支払関係資料の提出の最終締切日は令和６年１月３１日(当日消印有効)です◆

申請、支払に関するお問合せは電話でのみ受付しています

≪申請担当≫
電 話：０３－６３８１－７５０７
ＦＡＸ：０３－６３８１－７５０８

追加資料送付専用メールアドレス
af-hojyojimucenter@jashcon.or.jp

≪支払担当≫
電 話：０３－６８０９－４０８５
ＦＡＸ：０３－６８０９－４０８６

追加資料送付専用メールアドレス
af-shiharai@jashcon.or.jp


